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 ≪みなぎ台北自治会第１9 回総会の報告≫ 

4 月 6 日（日）午前１０時より、北集会所に於いて、みなぎ台北自治会第１9 回総会が開催 

されました。みなぎ台北自治会の会員数 153 戸の内、出席者数 41 名、委任状 107 名の 

合計 148 名(96%)で北自治会規則第１８条第２項の過半数の出席をもって総会が成立し、 

すべての議案（8 議案）は賛成多数で議決されました。 

尚、各議案等詳細内容については、各戸に配布しました『総会のしおり』をご参照してください。 

 

１． 開会の辞 

Ｔ会長より開会の辞がありました。 

２． Ｔ会長挨拶 

６月の草刈りは８０．１％の高い出席率でその後の夏祭り、敬老会と大きな行事もそのままの 

勢いで運営できました。自治会の運営は住民の参加次第ですので今後も参加の方、宜しく 

お願いします。 

 

３． 議長選出 

Ｍさんが議長に選出されました。 

 

４． 平成 25 年度活動報告 （第 1 号議案） 

Ｔ会長より報告がありました。 

主な実施行事等 

・公園及び路傍等の草刈清掃 （ 6 月 8，9 日、7 月 14 日、10 月 5，6 日） 

・みなぎ台夏祭り      （ 8 月 3 日） 

・防災訓練      （ 12 月 8 日） 

・防犯パトロール         （ 1 回/週 ） 

 

質疑 

・民生児童委員の選出の取次事項の引き継ぎをしっかりやって下さい。 

・五者会議の開催実績が５・７・８・１０・１１・1 月と成っている(●印)が実際開催されたのは 5 月だけ 

ではないか？ 

 

五者会議の開催日を５月だけに訂正の上、平成 25 年度活動報告（第 1 号議案）は、挙手による 

賛成多数で承認されました。  
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５．平成 25 年度決算報告 （第 2 号議案） 

☆ 決算報告に入る前に下記の部分において訂正が入りました。 

→支出の部 分類１２ 吉川町まちづくり協議会費の内訳 

    吉川町まちづくり協議会費  500 円 x １５２名→ １５３名に訂正 

 

収入の部 合計 1,822,390 円 支出の部 合計 1,198,146 円 繰越金 624,244 円 

特別会計（共用部積立金）は繰越金 3,245,108 円平成 25 年度積立金 250,000 円利息 502 円 

合計 3,495,610 円 

 

※ 詳細は、第 19 回総会のしおりの参照をお願いします。 

質疑 

・予備費の自主防災備品購入が 2 行になっているが内訳を説明して下さい。 

→1 行目自主防災備品購入費（148,540 円）は補助金対象の資材を購入しました。 

→2 行目自主防災備品購入費（11,258 円）は補助以外での不足資材（燃料タンク・乾電池等）を購入 

しました。折角用具を買っても使用出来なければ意味がない為です。 

・収入で後期 153 戸となっていますが現在の総戸数はいくつですか？ 

→総戸数 164 戸 （会員 153 戸 非会員 11 戸 ）となっています。 

 

６.  監査報告       （第 3 号議案） 

Ｔ会計監査より監査報告がありました。 

監査の結果、適正と認めます。 

 

平成 25 年度決算報告（第 2 号議案）と監査報告（第 3 号議案）は、挙手による賛成多数で承認 

されました。 

7.  みなぎ台集会所使用規約規定改定（案）（第 4 号議案） 

修正箇所 

（使用の原則） 

第２条 災害時の１次避難所としての使用、及び、居住者の葬儀が営まれる使用を優先し、 

居住者が次に掲げる目的のために無料有料にて使用できるものとする。（     部を追加） 

 

（使用時間） 第 4 条 → ただし、災害時においてはこの限りではない を追加 

（使用の手続き）第 5 条 → ただし、災害時においてはこの限りではない を追加 

 

 みなぎ台集会所使用規約規定改定（案）（第 4 号議案）は、挙手による賛成多数で承認されました。 

  8.  平成２６年度 新役員(案) （第 5 号議案） 

平成２６年度新役員（案）（第５号議案）は、拍手による賛成多数で承認されました。. 
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９．Ｋ新会長 挨拶 

 この度、会長をさせて頂くことになりました。 

これまでみなさんがやってこられた事を継続して実行して参ります。みなぎ台も高齢化が 

進んでおり、より楽しい町にするために努力していきますので皆様のご協力の程を、 

よろしくお願いします。 

 

１0． 平成 26 年度活動計画案 （第 6 号議案） 

 

Ｋ新会長より、「平成２５年度の事業計画に沿って行っていきます」との説明がありました。 

 

質疑 

・平成２５年度の五者会議の実績は 5 月の 1 回ですが今年度も同じにするか、回数が増える 

場合は随時にした方が良いのではないか？ 

→年 何回とせず随時に訂正します 

 

平成 26 年度活動計画案 （第 6 号議案）は、挙手による賛成多数で承認されました。 

11. 平成 26 年度予算案   （第 7 号議案） 

Ｋ新会長より、平成 26 年度予算案の説明がありました。 

 

質疑 

防災の購入費は三木市から補助がでると聞きましたが助成ということは収入の方に入れないのです

か？ 

→内訳に書き切れませんでしたが三木市助成金の中に入っています。（昨年より上限 10 万円の助成

金が出ます） ※購入額の２／３ですので約 15 万円購入して１0 万円までが助成金になります。 

この件をみなぎ台ニュースを通して説明をするなど対応を考えてください。 

 

上記のご意見につきまして平成 26 年度予算案の補足説明をさせて頂きます。 

 

 

（補 足） 

一般会計 三木市助成金 350,000 円 （交付金・公園管理・資源ゴミ奨励金・自主防災助成金） 

                              

  ※申請のタイミングなどで必ず入ってくるとは限りませんので予めご了承ください。 

 

 

新会計より予算案についての説明があり（第 7 号議案）は、挙手による賛成多数で承認 

されました。 
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12. 懇談の部 
・草刈機を第５自治会で借用していましたが、新たに購入して台数を増やしたい。 

→購入は問題ないが収納する倉庫や場所は有るか確認することが必要。 

 

・自治会の数を現在の５から２～３に減らした方がよいと思う。 

→集約すれば一つ当りの自治会員数が増えるので北自治会の様に高齢化率の高いところが 

若者と高齢者のバランスが取れるようになる。 

 

・吉川町まちづくり協議会のみなぎ台の費用が高い。 

→これも各自治会のバランスが取れていないことにつながっている。 

→また自治会費、資源ゴミなどの回収費や補助金など北自治会はしっかりできているので 

５自治会でも良い所を共有してもらいたい。 

 

・役員が１年で代わるのではなく、長期に役員をやってもらうと問題解決が継続的に出来る 

のではないか。 

・先日、県道のみなぎ台入口で大きな事故がありガードレールを破損した。事故が多いので 

道路にカラー塗装をするなど三木市に申し入れをして欲しい。 

 
        ２度にわたり衝突事故があったガードレール（みなぎ台入口付近） 

 

→前年度（H25 年）のみなぎ台ニュースはマナーのことや周辺地域の情報を毎回掲載してもらい、今

までにない取り組みに感謝しています。 

 

・自治会の総会で自主防災の総会をやることは規約で決まっていますが、開催しない 

のですか？ 

→4 月末までに今年度の役員と組織表、計画等を三木市へ提出します。昨年と同様に月一回サポー

ター会議を行う予定にしています。 

 

→自主防災サポーターについて、5 連でもみなぎ台小学校が二次避難所に指定されているので、組

織を作らないといけない。各自治会が、バラバラに動くより、先行している北自治会のサポーター会

議への参加を申し送りしています。 

 

→自主防災は住民全体が意識しないといけないので役員だけの話ではなく、総会で協議して周知し

て行かなければならない。 

13. 閉会 
以上をもってみなぎ台北自治会第１9 回総会を閉会しました。 
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最後に本年度の役員をあらためてご紹介させて頂きます。どうぞ、よろしくお願い致します。 

 

平 成 26 年 度 新 役 員 の 紹 介 （敬称略）                        

役職      自主防災組織 

会長          － 

副会長      副会長 

副会長      情報班長 

会計      消火班長 

書記      会長 

書記      救出・救護班長 

広報      避難誘導班長 

広報      要支援者支援班長 

総務      給食・給水班長 

総務          － 

監査          － 

 

☆ 集会所をご利用の場合は総務までご連絡をお願い致します。 

☆ 「自主防災サポーター」ついて 

自主防災サポーターとは、複数年にわたり自主防災活動に関わり組織の継続性の維持、及び 

自主防災本部の運営をサーポートする旨で昨年立ち上がりました。今年度は２名増員して１０名 

の方が承認されましたのでご紹介させて頂きます。 

 

 

   

 

 

 

 

                                        

① 『草刈り予定』 

春期草刈りの開催予定日 

６月 7 日（土）、8 日（日）      ○ 詳細は回覧でご案内します。 

② 第 12 回ＣＡＴＶ総会について 

日時 ：  5 月 25 日（日）  10：00～11：00 

場所 ： みなぎ台北集会所 

〇  近日中に『総会のしおり』が配布されますので出席票・委任状の提出など 

ご協力お願いします。 

連 絡 事 項 

お 知 ら せ 

 

 

詳細につきましては 

各家庭に配布しました 

ペーパー版をご覧下さい 

 

詳細につきましては 

各家庭に配布しました 

ペーパー版をご覧下さい 
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みなぎ台北自治会員数  

(平成 26 年 3 月末現在) 

 

153 世帯 

 

 

 

よろしくお願いします 

 

4/21（月）～4/27（日）  4-9 

4/28（月）～5/ 4（日）  4-8  

5/ 5（月）～5/11（日）  4-7 

5/12（月）～5/18（日）  4-6 

5/19（月）～5/25（日）  4-5 

 

 

 

５／４（日） 

よかわクリーンデー 

 

５／７（水） 

古紙回収日 

 

５／１０（土） 

５月役員定例会 

 

 

 


